
非常用発電装置点検整備業務（大崎広域加美斎場外）仕様書 

 

１ 総   則 

本仕様書は，大崎地域広域行政事務組合（以下「発注者」という。）が発注する非常用発

電装置点検整備業務（大崎広域加美斎場外）に関して，斎場内の非常用発電装置について

常に良好な状態を保ち，斎場利用者への利便性を図ることを目的とする。 

本仕様書は，非常用発電装置点検整備業務の大要を示すものであり，本仕様書に記載の

ない事項でも，現場の状況に応じ，発注者が設備管理上必要と認めたことについては双方

協議の上実施するものとする。 

 

２ 業 務 名    非常用発電装置点検整備業務（大崎広域加美斎場外） 

 

３ 履行場所    ①加美郡加美町下多田川字熊野３番地  大崎広域加美斎場 

          ②大崎市鳴子温泉字末沢２８番地１  大崎広域玉造斎場 

③遠田郡涌谷町涌谷字雉子林２５番地４  大崎広域涌谷斎場 

 

４ 履行期間    契約締結日の翌日  から 令和 ８年１２月２５日まで 

 

５ 支払方法    業務完了後一括払い・・・業務完了後に請求するものとし，発注

者は，請求書受理後３０日以内に支払うものとする。  

 

６ 業務内容 

 (1) 業務内訳 

  ア 大崎広域加美斎場の非常用発電装置点検整備業務 

     対象機器：ディーゼル発電機 三菱重工業製 PG85 

  イ 大崎広域玉造斎場の非常用発電装置点検整備業務 

     対象機器：ディーゼル発電機 新ダイワ製 DGM450MK 

  ウ 大崎広域涌谷斎場の非常用発電装置点検整備業務 

     対象機器：ディーゼル発電機 新ダイワ製 DGM450MK 

   ・各斎場の非常用発電装置のエンジンオイル，オイルフィルター，燃料フィルター，

ロングライフクーラントの交換作業及び試運転調整。 

   ・交換作業にて生じた廃油・廃材の処分及びそれに伴うマニフェスト発行。 

 (2) 作業時間 

  ア 本業務は，発注者の就業時間内に行うものとする（発注者が認めた場合を除く）。 

 (3) その他 

  ア 本業務は，委託契約書及び仕様書に基づき調査職員と打合せのうえ作業すること。 

  イ 管理物破損等が見受けられた場合は速やかに調査職員へ報告すること。 

 

 

 



７ 業務実施要綱 

 (1) 本業務の実施日及び内容については，事前に発注者と協議するものとする。 

(2) 本業務に必要な工具，機械器具及び消耗品等については，受注者の負担とする。 

(3) 本業務完了後は，速やかに給付完了通知書等を提出する。なお，点検の結果，早急に

処置を必要とする箇所が判明した時は，直ちに報告すると共に必要な措置を講ずるもの

とする。 

 (4) 本業務にあたっては，職員及び斎場利用者に危険のないよう特段の注意をすること。 

 (5) 本業務において発生した廃材は，受注者の責任において適正に処分すること。 

 (6) 内容により関係官庁へ認可申請，報告，届出等の必要がある場合には，その手続きは，

受注者の経費負担により代行する。 

 

８ 提出書類 

   契約締結時 

 (1) 着手届及び業務工程表 

 (2) 管理技術者等通知書（経歴書を添付すること） 

 (3) 消費税に関する届出書 

 業務完了後 

(4) 給付完了通知書 

(5) 作業日誌 

 (6) 点検報告書（法令に定める様式に従うこと）には，次の内容を明記する。 

ア 点検項目に対する現状 

イ 点検時の総合判定 

ウ 交換・修繕の必要な部品及び箇所，並びに交換及び修理の時期 

エ 点検時の写真（着手前，作業中，履行後） 

オ 通常作業に必要な諸注意 

カ その他 

(7) その他指示する書類 

 

９ 暴力団等の排除について 

(1) この契約の履行期間中に「大崎地域広域行政事務組合が発注する建設工事等からの暴

力団等排除措置要綱」（平成２４年１０月１日施行。以下「排除要綱」という。）の措置

要件に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。 

(2) 発注者から指名停止の措置及び資格制限の措置を受けている者にこの契約の全部又は

一部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは

受託をさせた者が，排除要綱の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約

等の解除を求めることがある。 

(3) この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）か

ら不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力

を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせ

た者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察に通報を行う

とともに捜査上必要な協力を行い，直接元請負人に報告する措置を行うよう指導するこ



と。なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，警察への通報，捜査協力及び発注

者への報告が適切に行われた場合で，これにより，履行遅滞等が発生するおそれがある

と認められるときは，必要に応じて，工程の調整，工期の延長等の措置を講じる。 

 


